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今
回
は
、
参
加
者
の
中
に
静
岡
大
学
生
が
加
わ
り
、
新
鮮
な

研
究
会
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
学
生
さ
ん
が
中

澤
特
別
研
究
員
の
発
表
を
〝
ま
と
め
〟
て
お
り
、
初
め
て
の
参

加
で
あ
り
な
が
ら
、
上
手
く
要
点
を
掴
み
整
理
し
て
あ
り
ま

す
。 

 
 

賃
金
の
個
人
単
位
化
の
ま
と
め 

 

今
回
の
中
澤
報
告
は
、
賃
金
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
個
人
単

位
化
」
へ
の
動
き
を
取
り
上
げ
た
。 

 

最
初
に
松
下
電
器
産
業
、
三
菱
電
機
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
３
社
に
お

い
て
進
行
し
て
い
る
「
個
人
単
位
化
」
の
現
状
に
迫
っ
た
。
松

下
電
器
は
配
偶
者
手
当
を
廃
止
し
子
供
の
育
英
手
当
を
新
設
、

現
在
配
偶
者
と
子
供
（
人
数
は
無
関
係
）
が
い
る
場
合
は
、
２

７
，
０
０
０
円
を
支
払
っ
て
い
る
が
、
配
偶
者
分
は
ゼ
ロ
と
し

子
供
１
人
に
つ
き
８
，
０
０
０
円
を
支
給
す
る
制
度
へ
移
行
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
三
菱
電
機
も
配
偶
者
手
当
を
２
０
，
０
０

０
円
か
ら
９
，
０
０
０
円
に
減
額
し
、
子
供
の
人
数
に
応
じ
て

段
階
的
に
決
め
ら
れ
て
い
た
支
給
額
を
子
供
一
律
１
４
，
０
０

０
円
に
固
定
す
る
よ
う
に
改
め
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
つ
い
て
も
配
偶
者

手
当
は
最
終
的
に
は
廃
止
し
、
代
わ
り
に
子
供
手
当
て
を
増
額

す
る
予
定
で
あ
る
。 

 

次
に
、「
個
人
単
位
化
」
が
推
進
さ
れ
る
理
由
は
何
で
あ
る
の
か

が
述
べ
ら
れ
た
。 

 

第
１
に
、
男
女
平
等
要
求
運
動
の
広
が
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、 

「
世
帯
単
位
」
の
考
え
方
や
慣
行
・
制
度
が
性
別
役
割
や
賃
金
の

↱
男
女
格
差
を
再
生
産
し
て
い
る
と
し
、
現
行
の
制
度
を
「
個

人
単
位
化
」
へ
の
改
正
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

第
２
に
、
財
界
・
政
府
の
新
戦
略
が
あ
る
。
終
身
雇
用
や
年

功
賃
金
な
ど
の
従
来
の
日
本
的
雇
用
慣
行
を
見
直
し
て
、
成
果

主
義
に
よ
る
賃
金
や
昇
進
管
理
の
「
個
人
単
位
化
」
を
一
層
徹

底
し
よ
う
と
す
る
財
界
の
動
き
と
、
こ
れ
と
一
体
化
し
た
形
で

の
大
企
業
本
位
の
「
規
制
緩
和
」
や
労
働
法
制
の
改
悪
、
加
え

て
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
に
よ
る
税
金
や
社
会
保
険
財
源
の
逼

迫
に
対
し
て
、
単
に
〝
支
え
手
〟
を
増
や
す
こ
と
を
企
画
し
た

税
制
・
社
会
保
障
構
造
改
革
等
に
代
表
さ
れ
る
政
府
の
動
き
が

上
げ
ら
れ
た
。 

 

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
二
つ
が
目

指
す
「
個
人
単
位
化
」
の
目
的
が
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

前
者
を
自
立
可
能
な
「
個
人
単
位
化
」
、
後
者
を
市
場
原
理
主
義

的
「
個
人
単
位
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

 

市
場
原
理
主
義
的
「
個
人
単
位
化
」
は
、
差
別
的
労
働
市
場

を
前
提
と
し
て
自
立
で
き
な
い
非
正
規
労
働
者
を
増
加
さ
せ
、

低
賃
金
層
を
拡
大
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
外
部
労
働
市
場
」
（
注:１
）

の
み
な
ら
ず
「
内
部
労
働
市
場
」
（
注:2
）
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
さ

れ
る
。 

 

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
労
働
運
動
は
非

正
規
雇
用
の
処
遇
の
大
幅
な
改
善
、
つ
ま
り
正
規
雇
用
と
非
正

規
雇
用
の
均
等
待
遇
に
取
組
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
格
差
は
重
大
な
も
の
で
あ
り
、
早
急
な
解
決
が
望
ま
れ
る
。 

 

正
社
員
の
あ
り
方
自
体
の
変
革
、
ま
た
「
パ
ー
ト
」･

「
派
遣
」

で
あ
っ
て
も
子
供
を
扶
養
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
賃
金
を
保

障
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
報
告
は
終
了
し

た
。
（
静
岡
大
学
生
の
ま
と
め
原
稿
よ
り
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
（
注:1
）「
外
部
労
働
市
場
」
と
は
、
こ
こ
で
は
パ
ー
ト
・
臨
時
・ 

派
遣
・
請
負
・
契
約
社
員
等
、
非
正
規
労
働
者
を
市
場
原
理

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
に
中
立
な
社
会
制
度 

 
 
 

―
賃
金
の
個
人
単
位
化
― 

 
 
 
 

発
表
者 

中
澤 

秀
一(

中
大
兼
任
講
師) 

特
別
研
究
員 

7 月 16 日 
 （金） 
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↳
の
な
か
で
呼
ん
で
い
る
。 

（
注：2
）
「
内
部
労
働
市
場
」
と
は
、
全
て
の
正
規

労
働
者
と
し
て
こ
こ
で
は
呼
ん
で
い
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

【
質
問
の
中
で
】 

テ
ー
マ
の
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
に
中
立

な･
･
･

」
と
は
、
ど
う
捉
え
た
ら
良
い
の
か
、
ま
た
、 

ど
う
理
解
し
た
ら
良
い
か
の
質
問
あ
り
。 

 

第
１
に
、
全
労
連
の
提
起
し
た
素
案
の
中
で
は
、

共
働
き
が
片
働
き
の
世
帯
を
上
回
り
男
女
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
国
内
外
の
男
女
平
等
要
求
の

高
ま
り
＝
女
性
た
ち
の
自
立
志
向
を
強
め
、
「
男
性

は
仕
事
、
女
性
は
家
事
・
育
児
・
介
護
と
家
計
補
助

的
短
期
就
労
」
と
い
う
従
来
の
役
割
分
担
意
識
、
慣

行
、
諸
制
度
へ
の
批
判
、
制
度
改
正
へ
の
検
討
を
求

め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

第
２
に
、
全
て
の
人
間
の
「
個
」
の
尊
重
、
一
個

の
人
格
と
し
て
の
尊
厳
と
自
由
の
保
障
は
、
世
界
人

権
宣
言
や
日
本
国
憲
法
も
示
す
現
代
社
会
の
規
範

で
あ
り
、
人
類
社
会
が
目
指
す
べ
き
当
然
の
発
展
方

向
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
ス
ェ
ー
デ
ン
の
経
験
が
示
す
よ
う
に
、

｢

個
人
の
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
な
選

択｣

を
可
能
に
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
選
択
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
不
利
益
を

被
る
こ
と
な
く
、
誰
も
が
生
涯
に
渡
っ
て
自
立
し
た

「
個
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
保
障
、
そ
の

た
め
の
社
会
的
な
仕
組
み
と
手
立
て
が
必
要
と
な

る
。(

02
年
10
月
全
労
連
の
討
議
資
料
よ
り)

 

研
究
報
告
の
提
言
と
し
て 

 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
関
連
で
①
雇
用
は
原
則

↳
的
に
期
限
付
き
で
は
な
い
雇
用
に
す
る
（
有
期
雇
用

は
例
外
に
す
る
）
②
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
を
平

等
に
扱
う
（「
均
衡
処
遇
」
で
な
く
、
「
均
等
待
遇
」

に
す
る
。
こ
の
二
つ
の
提
言
は
、
こ
れ
か
ら
の
労
働

運
動
に
強
く
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
結
ん
で

い
ま
す
。 

 
 

 
 

（
文
責 

片
桐
） 

 
 

 

【
今
後
の
日
程
表
】 

◆
８
月
20
日(

金)

18:

30
～
第
11
回
定
例
研
究

会 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
１
会
議
室 

◆
９
月
17
日(

金)

18:

30
～
第
12
回
定
例
研
究

会 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
Ⅰ
会
議
室 

◆
９
月
22
日(

木)

18:

30
～
第
30
回
所
員
会
議 

 

会
場 

静
岡
県
評 

◆
10
月
13
日(

水)

18:

30
～
第
15
回
知
事
会 

 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
Ⅰ
会
議
室 

◆
10
月
21
日(

木)

18:

00
～
沼
津
講
座
「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
企
業
の
社
会
的
責
任
」
講
師:

朴
根

好
（
パ
ク 

ク
ン
ホ
）
静
大
助
教
授 

 
 

会
場 

沼
津
労
政
会
館 

第
１
会
議
室 

第
２
期
第
１
年
次
総
会
と 

 
 

研
究
発
表
会･

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム(

７
月
31
日
土) 

 

第
１
年
次
の
中
間
総
会
は
、
理
事
、
所
員
、
会
員

(

団
体･

個
人)

な
ど
30
数
名
の
参
加
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。 

大
橋
理
事
長
は
、
設
立
時
の
気
概
を
持
つ
こ
と
の

大
事
さ
を
強
調
さ
れ
、
更
に
独
立
に
向
け
て
の
研
究

活
動
と
連
続
講
座
の
取
組
み
つ
い
て
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
来
賓
の
、
県
評
議
長
石
田
義
明
氏
が
「
静
岡

労
研
」
へ
の
期
待
の
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

議
案
に
関
し
て
は
、
片
桐
事
務
局
長
の
前
年
度
の

事
業
報
告
な
ど
、
布
川
所
長
の
次
年
度
の
事
業
活
動

指
針
な
ど
を
採
択
し
無
事
中
間
総
会
を
終
え
ま
し

た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

↳ 

〝
午
後
の
部
〟 

研
究
発
表
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム(

ｐｍ

12：
40
～) 

 

研
究
発
表
は
、
多
田
、
神
田
、
永
桶
各
所
員
と
種

本
理
事
の
発
表
は
、
現
状
に
即
し
た
課
題
で
持
ち
時

間
の
15
分
は
短
か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

シ
ン
ポ
で
は
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
社
会
的
公
正
」

の
テ
ー
マ
か
ら
、
現
場
か
ら
の
報
告
（
ネ
ッ
ス
ル
日

本
労
組
）「
多
国
籍
企
業
の
実
態
」
を
受
け
、
布
川
所

長
の
テ
ー
マ
の
説
明
か
ら
、
パ
ネ
ラ
ー
の
安
藤
助
静

大
教
授
、
朴
静
大
助
教
授
、
田
島
静
大
教
授
、
布
川

静
大
教
授
の
順
で
各
テ
ー
マ
沿
っ
て
報
告
を
し
ま
し

た
。
特
に
シ
ン
ポ
に
つ
い
て
は
、
秋
か
ら
開
催
さ
れ

る
「
連
続
講
座
」
の
前
段
階
で
あ
り
時
間
的
な
不
十

分
さ
は
あ
り
ま
し
た
。 

 

☆
事
務
局
よ
り
：
当
日
の
所
員
、
理
事
の
発
表
や

シ
ン
ポ
の
詳
細
は
、
「
所
報
№
．

10
」
に
て
掲
載
し

ま
す
。 


